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「川崎市の災害時医療体制について」

川崎市健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当 國米佑宇 様



「災害時に薬剤師の活動と川崎市薬剤師会
の災害時対応の構築」

川崎市薬剤師会 金子 会長



「救護所派遣薬剤師について募集案内等」

川崎市薬剤師会 献血災害委員会 竹本 委員長



川崎市救護所派遣薬剤師とは

震災が発生して、「保健医療調整本部」の指示により

避難所内に医療救護所が開設されるとき

医師会等の各種保健医療チームに参加して

避難所巡回型救護所で、調剤等の業務を行う薬剤師



川崎市救護所派遣薬剤師 登録要件

・川崎市薬剤師会会員

・情報リサーチプラスの登録

・自宅住所が、川崎市及び横浜市や東京都西部

など近隣市区であること

・災害活動などの経験の有無は問いません。

※登録後研修等で活動していけるようにサポートいたします。



調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

１．「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて 連携強化加算の施設基準等の具
体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備 されていること等をいうものであること。

(１)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応 等を行う体制を
確保すること」について（第92の２の(１)のア）

① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、 避難所・救護所等
における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の 協力等を行うこと。また、災害の発生
時における薬局の体制や対応について手 順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。

② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係 る対応等を行うこ
とについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備 が行われていること。



調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

(２)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切

に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会

又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について（第92の２の(１)イ）

災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓

練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、

年１回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて

地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。



情報リサーチプラスの登録方法









※OSの「PUSH通知」をONに設定してください。

※登録が出来ない場合は、セキュリティソフト
を一時的にOFFにしてから入力をお願いします。



登録は、以上です。









情報リサーチプラスの説明は、以上です。



研修終了後のアンケートで、救護所派遣薬剤師へ
の参加についてお聞きしますので、
一人でも多くの参加をお願い致します。



以上をもちまして、川崎市薬剤師会
災害医療研修を終了いたします。
お疲れ様でした。

川崎市薬剤師会 献血・災害委員会


